
高岡万葉ロータリー・クラブ 内規 

 

第１条  年度会費及び諸費用の徴収方法 

  年度会費の徴収は、毎年７月・１月に徴収する。 徴収は幹事之を行うものとし、 現金又は

銀行振込とする。 銀行口座は幹事の定むる口座とする。諸費用の徴収が必要な場合は都度行

うこととする。  

 

第２条  監査委員 

  会計経理監査委員会の任命は毎年６月第１例会において会長は２名の委員を指名する。委員

は直ちに監査事務を行い、その報告を７月中の例会において行うものとする。  

 

第３条  諸経費の支払い方法および経理 

  金銭の取り扱いについては、納品書および請求書の照合の上、会長および幹事が署名したる

後、 会計は支払い伝票により、口座振込または現金で支払うものとする。  

  経理は会計がこれを行い（会計の指示により事務局員にこれをおこなう）預金、現金の出納

簿を備え、各収支科目を明記したる総勘定帳に記録して月一度試算表を作成して理事会に提出

する。 また年度末に於いて決算報告書を作成する。  

 

第４条  安全保管の義務 

  第１２条（財務）第５節については、理事会が決定した場合には免除することができるもの 

 とする。 

(2024年 5月 24日改定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



高岡万葉ロータリー・クラブ諸規定 

（１） 諸 費 規 定 

  (ａ) 出席を義務づけられた会合に出席する会員に対し、 理事会が承認した場合、 その登録料・

宿泊費及び乗車賃金等を支給する。  

  (ｂ) 会務（又は準ずる）のため出張する場合は、 理事会が承認した場合、その宿泊費及び乗車

賃等を支給することができる。  

  (ｃ) 会務に関する海外出張の場合は、 理事会に於いて餞別金等を決定する。  

（２） 記念品規定 

(a)  退会者に対する記念品 

       ・理事会に於いて決定した金額に相当する品物を贈呈する。  

  (b)  前会長・前幹事に対する記念品 

      ・前会長・前幹事の文字入りバッジを贈呈する。  

（３）慶 弔 規 定 

  (ａ) 受賞等慶事 

      会員が叙勲・褒賞等を受けた場合は、 または結婚した場合はクラブより祝意を表する。  

      祝意の方法については、理事会に諮り決定する。但し、急を要する時は会長がこれを決定 

することができる。  

  (ｂ) 弔慰 

   (イ) 会員死亡の場合は、弔辞、生花および香典を呈する。  

   (ロ) 会員配偶者死亡の場合は、生花および香典を呈する。  

   (ハ) 会員の一親等ならびに同居家族死亡の場合は、生花および香典を呈することができる。  

 (ニ) 会員の退会後の死亡の場合は、クラブ在籍 25年以上並びにパスト（会長経験者）に 

ついては生花および香典を呈することができる。 

(ホ)  その他、会長が必要と認めた場合、会長幹事一任にて香典を呈することができる。 

（ｃ）疾病、災害見舞 

     会員の長期病欠および災害の見舞等については、その都度理事会において決定する。  

     但し、 急を要する時は会長がこれを決定することができる。  

  （ｄ）前各項の慶弔見舞金は会員より理事会の決定金額を徴収する。 但し、 急を要する時は会

長がこれを決定することができる。また必要に応じ幹事は会員へ通知するものとする。  

  （ｅ）クラブを代表して慶祝事に招待された時の祝儀は登録料の５割増程度とする。  

  （ｆ）その他、理事会が必要と認めた場合の金額およびその方法は、理事会の裁定によるものと

する。  

（４）ニコニコ BOX規定 

   各年度の事業計画に基づく規定による。  

（５）改   正 

   規定の改正はクラブ細則１６条の規定を準用するものとする。  

（６）施   行 

   1991年７月１日より実施する。 

(2024年 5月 24日改定) 



附  則 

 

クラブ定款および細則等改正の手続きを下記の様に定める。 但し、クラブ定款第２条 （名称） お

よび第３条 （クラブの所在地域） を除く。  

 

 

（１） 時 

    標準クラブ定款または推奨クラブ細則が改正された時、 或はクラブ運営上細則、内規または諸

規定を改正する必要が生じた時とする。   

  

（２）提案者 

   (ａ) 標準クラブ定款が改正された場合には幹事がクラブ定款を改正して、会員に周知せしめ

るものとする。  

   (ｂ) 細則、内規または諸規定の文言、金額等を部分的に改正する場合には幹事を提案者とす

る。 

   (ｃ) 細則、内規または諸規定の条項の順序、意味内容等広範囲にわたって改正する場合には

理事会はクラブ運営委員会を設け、この委員会を提案者とする。  

 

（３）手続 

    提案者は、(a) の場合を除き理事会の承認を経た後、クラブ細則第１６条の規定に基づいて

処理しなければならない。 

 

 


